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進捗 判断理由（計画の実施状況等）
中期計画 平成19年度計画 ｳｪｲﾄ

状況 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

【177】地域の教 佐賀県教育委員会と文化教育（平成16～18年度の実施状況概略）

育機関との人事交 平成16年度に，文化教育学部と佐賀県教育委員会間に現職研修推進を含む 学部が実施する10年経験者研修
流に対応した教職 連携協力協定書を締結した。 に，附属学校園の教員を講師ま
員研修の効果的方 平成17年度は，佐賀県が行う10年経験者研修に協力する準備を進め，平成 たはTTとして参画させ，附属学
法を検討する。 18年度には新任管理職･県立学校事務長対象の研修に支援･協力するととも 校園における各種研修に係る事

に 「教職10年経験者研修 佐賀大学文化教育学部講座」を学部教員が開講 業へのインセンティブを強化す，
し，公立学校教員97名の参加を得た。 る仕組みを確立する。

Ⅲ さらに，県教育センター講座に講師（学部教員）を派遣した。

（平成19年度の実施状況）【177-01】佐賀県教育委
員会と連携して，教職員 【177-01】 地域の教育機関との人事交流に対応した10年研修講座，研修・
研修（学校評価・組織マ 研究会にTT又は講師等として協力した。
ネジメント研修，１０年 また，学部及び附属学校園による共同研究の成果を，附属学校運営委員会
研修，初任者研修，長期 又は附属学校課題検討ワーキングを通して，10年経験者研修等の教職員研修
研修など）に対する支援 の改善にフィードバックする仕組みを整え，文化教育学部・附属学校共同研
・協力を強化するととも 究推進委員会規程に定めた。
に，その効果的な実施方
法について改善を図る。

【178】地域へ教 引き続き，教育実践ネットワ（平成16～18年度の実施状況概略）

育情報を発信する 平成16年度に，各附属学校園に教育実践ネットワーク推進委員会を設置し ークからの教育情報の収集体制
学校園として，各 て各学校園のホームページに各種情報を掲載し，平成17年度には附属学校園 を整備するとともに，研究会・
学校園との教育実 の研究発表会，刊行本等の情報を追加すると共に，県・市校長会・教頭会・ 研修会等の地域の教育情報をネ
践ネットワーク化 教務主任会への参加を通して，市同和教育研究会の開催，県の特別支援教育 ットワーク内に提供する。
を推進する。 研究会の事業推進協力活動，対地域社会の教育相談に取り組んだ。

平成18年度は，共同研究テーマ「学びをひらく教育の創造」により，公開
授業研究会の学習指導案を開催前にホームページに掲載し，附属学校教員が
研究会や研修会の講師及び助言者を担当して各学校園及び地域とのネットワ
ーク形成を推進した。

（平成19年度の実施状況）【178-01】引き続き，附 Ⅲ
属学校園教育実践ネット 【178-01】附属学校園の教育実践ネットワーク推進委員会を，学部・附属学
ワーク推進委員会の主導 校共同研究推進委員会の連携・交流部会に接続し，地域における実践的・臨
のもとに，地域における 床的研究に係る教育情報の収集と発信の拡充を図るとともに，学校改善支援
教育の実践的・臨床的研 プラン作成等事業「学力調査に基づく検証改善サイクルの確立に向けた実践
究の成果に係る情報の充 研究 ，平成19年度専門職大学院等教育推進プログラム「発達障害と心身症」
実を図る。 への支援に強い教員の養成」等により，地域の教育情報の質的・量的充実に

取り組んだ。

【178-02】附属学校園は 【178-02】先導的大学改革推進委託事業「学力調査に基づく検証改善サイク
引き続き，教育の実践的 ルの確立に向けた実践研究 ，平成19年度専門職大学院等教育推進プログラ」
・臨床的研究の成果に係 ム「発達障害と心身症への支援に強い教員の養成」等による実践的・臨床的
る情報を地域に発信する 研究に基づく教育情報を，講演会，研究会又はHP等を通じて教科部会，学部
ことにより，地域の教育 又は附属学校教員が主催する研究会の会員等に提供し，教育実践ネットワー
実践ネットワーク化を推 クの実質化に取り組んだ。
進する。

ウェイト小計
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

○教育研究等の質の向上の状況 ２．学生支援の充実
（１）学生に対する学習・履修・生活指導の充実や学生支援体制の改善のた

１．教育方法等の改善 めの組織的取組状況
１）前年度に策定した「チューター（担任）制度に関する実施要項」に基（１）一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況

１）eラーニング科目の増設を行うとともに，本庄・鍋島２キャンパスを結 づき，チューター制度の導入を全学部に拡充し，新入生に実施した。
んだインターネット遠隔授業の実施体制を整備し，20年度開講科目を準備 ２ 「オフィスアワー開設要項」に基づき，ほぼ全教員のオフィスアワー設）
した。 定情報をシラバス及びホームページに明示した。

２）新たな教養教育の在り方を検討し，その方向性を「佐賀大学中長期ビジ ３）保健管理センターとチューター（担任）との連絡を密にとる体制を整
ョン」で示した。 え，メンタルな問題を抱えた学生に対する学生支援を強化した。

４）障害のある学生の意見を基に，聴覚障害学生のノートテイク支援の整（２）学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況
１）授業改善システムを構築するための企画として 「LMSを利用した教育改 備，障害のある学生に対するカリキュラムの一部個別対応等を行った。，
善の取組み 入学前教育 初年度教育におけるリメディアル教材の利用 ５）再チャレンジ支援プログラム事業の実施とともに，社会人学生の受け」，「 ， 」，
「大学連携eティーチングシステムTIES」をテーマとしたFD・SDフォーラ 入れ環境の整備，教育方法の特例による授業の工夫などを行った。
ムを開催した。 ６）佐賀大学国際交流基金による私費外国人留学生への奨学金支援を充実

２ 「佐賀大学大学院における研究指導計画に基づく研究指導実施要領」を した。）
（２）キャリア教育，就職支援の充実のための組織的取組状況制定し，年間の個別研究指導計画書及び実施・指導実績報告書の作成を義

務づけ，研究指導の充実を図った。 １）キャリアセンターを10月に設置し，各学部から併任教員を配置するこ
とにより各学部との連携を密にして就職支援体制を強化した。（３）学部学生や大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状況

１）前年度に制定した「成績評価の異議申立てに関する要項 「成績評価基 ２）就職支援セミナーの内容について，学内会社説明会の早期実施，キャ」，
準等の周知に関する要項」等に基づき成績評価を実施した。 リアデザイン（自己発見講座）における就職内定者の体験発表機会の増

２ 「佐賀大学における成績評定平均値に関する規程」に基づき 「GPAを用 設など，学生からの要望に基づいた改善を行った。） ，
いた学習指導計画」を定め，GPAの活用体制を整備した。 ３）４種類のインターンシップ（①ワークショップ型，②現場体験型，③

実習型サマー，④官署提案型）の拡大に努め，合計40の実習先を確保し（４）各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的取組状況
１）専門職大学院等教育推進プログラムに採択された「発達障害と心身症へ て，参加者を前年度より倍増させた。

（３）課外活動の支援等，学生の厚生補導のための組織的取組状況の支援に強い教員の養成」の一環として，臨床教育実習指導方法の改善を
行った。 １）課外活動のリーダーを育成するために，リーダーシップセミナーを開

２）教育改革経費事業「高齢者・障害者（児）の生活行動支援に関する学部 催するとともに，九州地区リーダーズトレーニングへ学生・教職員を派
間連携教育システムの開発」の成果として前年度から開講した「社会生活 遣した。

） ， ， ，行動支援概論」の授業を，インターネットを利用した２キャンパス間同時 ２ 学長表彰制度により 平成19年度は11団体 ６個人に学長賞を授与し
中継講義により実施し，受講生の拡充を図った。 優秀な課外活動を奨励した。

３ ネット授業を教養教育から専門教育まで充実するための環境整備として ３ 教育担当副学長を座長とする どがんね こがんよ 学生懇談会 学） ， ） 「 ， ， 」，「
eラーニングスタジオ施設の整備，eラーニング実施委員会の設置，LMSの 生なんでも相談窓口 ，投書箱「ボイス」等による学生の意見・要望の収」
普及のためのFD・SDフォーラムやFD講演会の開催などを実施した。 集を継続し，学生支援等に反映させた。

４）研究科横断的な地球環境科学特別コース及び戦略的国際人材育成プログ
３．研究活動の推進ラムを創設し，留学生を含めた国際的大学院教育の充実を図った。

（５）他大学等での教育内容，教育方法等の取組の情報収集及び学内での情報 （１）研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況
１）学長経費「大学改革推進経費」により，平成19年度が最終年に当たる提供の状況

１）大学教育改革プログラム合同フォーラム，国立大学教養教育実施組織会 『健康長寿社会の構築を目指した医食同源の科学的解明』に加えて，新
議や，他大学（大学コンソーシアム京都，関西学院大学，東京大学）主催 たな学部横断的研究プロジェクトとして『 災害弱者」のための地域安全「
のフォーラム・ワークショップ等への参加 他大学 信州大学 岩手大学 総合研究 『先端医療福祉システムの研究』の２件を選定し，重点的に， （ ， ） 』，
への訪問調査 他大学講師による特別講演会 計４件 の開催などにより 研究費支援を行った。， （ ） ，
他大学における教育内容・方法等の取組に関する情報を収集し，高等教育 ２）学長経費「中期計画実行経費」により，役員による各学部のヒヤリン
開発センターのホームページ，関連委員会及び会議，FD等を介して，学内 グを経て，各学部の基盤的・萌芽的・重点的研究の推進や研究者育成な
の教職員に広く提供した。 どの事業に重点配分した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

（３）国際交流，国際貢献の推進のための組織的取組状況３）学長経費「運用定員経費」により，重点研究プロジェクトや研究センタ
ーに，任期制の教員 「ポストドクター雇用経費」により非常勤博士研究 １）国際貢献推進室が中心となって，タイのモンクット王ラカバン工科大，
員，非常勤研究員等を配置し先端研究を支援した。 学との大学間学術交流協定の締結，ハノイ国家大学とのツイニング･プロ

グラム，タイのアジア工科大学とのDDP及び台湾の輔仁カトリック大学と（２）若手教員，女性教員等に対する支援のための組織的取組状況
１）前年度に創設した「佐賀大学国際交流基金」により，大学院生３人を含 のDDPの実施に向けての協議，中国華東師範大学外国語学院日本語学科と
む12人の若手研究者等の海外派遣助成を行った。 の教員･学生の相互派遣と相互単位認定の実施など，大学間の国際学術交

２）女性教職員の働きやすい環境整備として，鍋島キャンパス内に保育園の 流を推進する取組を行った。
設置，アンケ－ト・実態調査に基づいた女性用トイレや更衣室等の整備を ２）佐賀大学国際交流基金による私費外国人留学生への奨学金支援を強化
行った。 した。

３）ユネスコ青年交流信託基金事業大学生交流プログラムによるフィジー（３）研究活動の推進のための有効な組織編成の状況
１）平成17年度から概算要求により５年の期限付きで発足した「有明海総合 ・ツバル研修に10人，フランスのオルレアン大学に12人，国際パートナ
研究プロジェクト」や，３－(１）１)に述べた期限付きの学部横断的研究 ーシッププログラムにより中国・韓国の大学に17人の学生を派遣するな
プロジェクトにおいて，学部等の枠を超えた有効な研究組織を編成し，重 ど，短期学生派遣プログラムを推進した。
点研究を推進した。 ４）国際貢献事業として，海洋エネルギー研究センター国際セミナー，海

洋エネルギーシンポジウム，シンクロトロン光応用研究センターと上海（４）研究支援体制の充実のための組織的取組状況
１）３－(１）及び(３)に述べた学長経費等による研究資金及び研究者の重 交通大学複合材料研究所とのジョイントセミナー，経済学部国際シンポ
点配分による支援を引き続き行った。 ジウム，理工学部と韓国の大学とのジョイントセミナー等を開催した。

２）リサーチアシスタントとして博士課程大学院生を88人採用し，研究支援
６．その他者として活用した。
（１）以上の事項に関する他大学等との連携・協力についての状況

１）本学が中心となって佐賀県内の大学・短大・放送大学による「大学コ４．全国共同利用の推進（後述）
ンソーシアム佐賀」を立ち上げ，地域の教育研究課題に関して連携協力
を行う体制を構築した。５．社会連携・地域貢献，国際交流等の推進

２）九州地区大学間に形成したコンソーシアムにより，文系の査読つきの（１）社会との連携，地域活性化・地域貢献や地域医療等，社会への貢献のた
「教育系・文系の九州地区国立大学間連携論文集」を発刊した。めの組織的取組状況

１）新たに佐賀市との間で包括的な交流協定を締結し，これまでに協定を結 ３）海洋エネルギー研究センターが全国共同利用施設となり全国共同利用
んだ小城市，鹿島市，唐津市等の各自治体と連携して受託研究等の事業を 研究を通して大学間の連携協力を広げた。
推進した。 ４）これまでに構築した，シンクロトロン光応用研究における九州並びに

２）特別教育研究経費事業「地域創成型学生参画教育プログラム」による地 アジア地域の大学との連携協力，低平地研究センターと九州大学，山口
域連携・貢献型教育の推進と成果を取りまとめ，テキストを刊行した。 大学，熊本大学及び崇城大学との大学間連携研究，有明海総合研究プロ

３）大学改革推進事業・地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援 ジェクトによる大学等機関同士の連携協力などを継続して推進した。
プログラム「県民医療アカデミーオブe-JAPAN」の成果として，地域医療
教育推進の基盤整備，認知症高齢者支援，在宅医療・緩和ケア，へき地医
療ネットワークの構築等の事業を推進した。

（２）産学官連携，知的財産戦略のための体制の整備・推進状況
１）前年度に再編整備した産学官連携推進機構の３部門（科学技術共同開発
部門，知的財産部門，技術移転部門「佐賀大学TLO ）が協力して，シ-ズ1」
00展の実施，民間企業28社の佐賀大学TLO会員への新規登録（前年度比16.
7％増 ，大学のシーズと産業界のニーズとのマッチング，技術相談25件，）
特許相談30件など，地域産業や民間企業の振興・支援の取組を展開し，平
成19年度中に４件の技術移転新規契約を結んだ。
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２）研究会の実施状況○附属研究所・研究施設の「全国共同利用」について
・センターの研究成果発表会を20年３月に実施した。１．特記事項

， ，大学が全国共同利用を支援する取組として，施設・設備の整備・充実を図り研究 ・17 18年度の共同研究の成果を中心とした成果発表会を19年９月に開催し
を推進するために，19年度には，学長裁量経費として設備費11,130千円を措置し， 共同研究の中から12件が報告された。
海洋温度差発電装置への発電機の搭載を行った。 ・国際的セミナー“Ocean Energy Symposium 2007 & International Seminar

on Ocean Energy”を19年９月に行い，台湾及び韓国での海洋温度差発電
や海洋流体エネルギー利用についての講演を開催した。２．共通事項に係る取組状況

・19年８月には，韓国釜慶大学と水産大学校と共同で，海洋エネルギーの有
効利用に関する研究セミナーを行った。このセミナーは３大学の持ち回り１．独創的・先端的な学術研究を推進する全国共同利用がどのように行われている
で夏期休業中に実施している。大学院生などが参加し，研究成果や活動状か。
況の情報交換が行われた。（１）共同利用・共同研究・研究会等の目的と提供状況

海洋エネルギー研究センター（以下 「センター」という ）は，保有して ・いずれも参加者は50名程度であった。， 。
（４）共同利用の状況（施設・設備・学術資料等の利用人数，設備稼動状況，デいる施設・設備を共同研究に供し，センター専任教員のみでは実施できない研

ータベースアクセス数等）究の遂行や海洋エネルギーに関連する研究を広く推進するために，共同利用・
共同研究を実施した。 殆どの設備が有効に利用され，概ね適切な稼働状況となっている。

施設・設備の利用については，共同研究の申請者と協議の上で利用日を決定 １）施設・設備の利用人数：19年度，延べ約300人。
し，実験装置の取扱いなどを定めた利用マニュアルを配布するなど円滑な共同 ２）学術資料の利用人数：19年度，延べ約50人。
研究の実施に努めた。また研究実施中は，センターの教員や研究支援者がサポ ３）19年度の主な設備の稼働状況：
ートした。 ・海洋温度差発電装置：２回/月×８時間×12か月＝192時間

これまでの成果の公開と評価，今後の展開についての意見交換及び共同研究 ・海水淡水化基礎実験装置：1.5回/月×８時間×12か月＝144時間
の申請にあたっての情報提供に資するため定期的に研究会を開催した。平成19 ・プレート式熱交換器基礎実験装置(蒸発，凝縮実験)：10回/月×８時間×12
年度は，９月に共同研究の成果発表会を，３月にセンターの成果発表会を伊万 か月＝960時間
里サテライトで開催した。 ・回流水槽：２回/月×８時間×12か月＝192時間

・波力水槽：10回/月×８時間×12か月＝960時間（２）施設・設備・学術資料・データベース・ソフトウェア等の整備・提供状況
１）施設・設備の整備・提供状況 ・水素実験装置：５回/月×８時間×12か月＝480時間
・伊万里サテライト（敷地面積：約10,000m ）に，建屋面積4,500m ，鉄骨3階 ４）データベースアクセス件数2 2

建ての実験棟および研究棟を有している。 「海洋エネルギーに関する関連論文及びデータ」には，センターホームペ
， 。・海洋温度差発電装置，海水淡水化基礎実験装置，プレート式熱交換器基礎実 ージへのアクセス約14,000件のうち 約１割程度のアクセスが確認された

験装置，水素実験装置，リチウム回収実験装置，海洋環境模擬実験装置，回
２．全国共同利用の運営・支援体制がどのように整備され，機能しているか。流水槽，波力水槽，波力発電装置等を整備し，共同利用へ提供した。
（１）運営体制の整備・実施状況２）学術資料の整備・提供状況

・サテライト図書室に 関連学術誌や研究成果報告書等を整備・開架している １）18年度から専任教員10人，併任教員９人の19人体制を確保し，教員の充， 。
・センターの研究や共同利用などで得られた研究成果は，年報「OTEC」や，We 実を図った。

b上で広く公開した。 ２ 「基幹部門」と「利用・開発部門」の２部門を設け，基幹部門に６人，）
・ 海洋エネルギーに関する関連論文及びデータ」をデータベースとして整備 利用・開発部門に４名の専任教員を引き続き配置した。「
し,論文及び研究データをWeb上で検索，ダウンロード可能とした。 ３）運営委員会は，講師以上の専任教員及び他学部教員から構成され，セン

ターの運営方針に関する事項を審議した。協議会は，関連する学協会代表（３）共同研究・研究会の実施状況（件数，参加人数等）
１）共同研究の実施状況 者等及び講師以上の専任教員から構成され，共同利用・共同研究に関する
・研究募集は，年度ごとに共同研究Ａ及び特定研究（海洋温度差発電，波力発 事項を審議した。

（２）利用者の支援体制の整備・実施状況（共同利用の技術的支援等）電関連の研究に特化 並びに随時受入れを行う共同研究Ｂの３種類に分け）， ，
センターの主たる研究方針に沿った研究と海洋エネルギー関連の全般に渡る １）研究課題ごとに，研究内容に関連する専任教員を受入れ担当教員として
研究とに分類し，共同研究の方向付けを明確化した。 配備している。非常勤研究員の支援を得て，共同利用サービスの向上に努

・19年度実施状況は，採択件数34件（共同研究Ａ：20件，共同研究Ｂ：７件， めた。
特定研究：７件）であった。 ２）伊万里サテライトに技術専門職員１名を置き，また，研究支援推進員１

名，技能補佐員２名，技術補佐員１名を置くなど，技術的支援体制の充実
を図った。

佐賀大学
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２）重点的な予算配分（３）利用者の利便性の向上等を目的とした取組状況（手続き，宿泊施設等）
１）伊万里サテライトの利用マニュアルを整備し，施設・設備の使用方法，事 ・研究支援のための人件費は一般運営経費と別枠とし，19年度特別教育研究

務手続き等を説明した。 経費54,000千円に，学内措置4,679千円を増額して当初配分を行うなど，重
２）利用手続きは，Webサイト及びメール等により可能とし，担当教員と相談 点的に支援した。
のうえで利用できる体制とした。 ・19年度は，学長裁量経費11,130千円により，海洋温度差発電装置へ新たな

３）伊万里サテライト近郊の宿泊施設を紹介した。伊万里サテライトに仮眠施 発電機を搭載し施設を充実させた。
， ， 。設を設けるなど 居住性の向上を図り 快適に活動を行える環境に配慮した

． ， 。（４）ユーザーである研究者や研究者コミュニティの意見の把握・反映のための取 ３ 全国共同利用を活かした人材養成について どのような取組を行っているか
組状況 （１）大学における教育の実施状況（協力講座の実施状況，学生受入れ人数等）

１）共同利用者からは，成果発表会や共同利用研究で来訪した際に意見を直接 １）本学における教育研究指導
聴取した。 ・19年度は，専任教員10名で,大学院生（博士後期課程９名及び博士前期課程

２）研究者コミュニティからは, 学協会の代表者等からなる協議会及び技術専 17名）と学部４年生10名の教育研究指導を行った。９名の併任教員につい
門委員会を設置し，委員から，研究成果の評価や必要な設備などについて意 ても，学部及び研究科で教育研究指導を行った。
見を聴取した。協議会には，講師以上の専任教員も委員であるため，意見は ２）他大学等との共同セミナーによる教育
その場で周知され，反映に取り組んだ。 ・韓国釜慶大学と水産大学校と共同で，海洋エネルギーの有効利用に関する

セミナーを夏期休業中に実施し，学生が活発に意見交換している。19年度（５）自己点検・評価や第三者による評価の実施状況及びそれらの結果に基づく改
は，韓国釜慶大学で開催し，３大学から50名（内，本学から12名）の学生善のための取組状況

１）自己点検・評価 が参加した。
（２）ポスト・ドクターや社会人の受入れ，リサーチ・アシスタントの採用の状・ 国立大学法人佐賀大学大学評価の実施に関する規則」に基づいて，毎年度「

況実施している。
２）第三者評価 １）18年度までは約10名のポスト・ドクターを非常勤研究員として採用して
・センターの自己点検・評価報告書について，18年度から毎年度外部評価を受 いたが，19年度は21世紀COEプログラムが終了したため２名にとどまった。

けている。 また，19年度は２名の社会人を博士後期課程に受け入れた。
） 。・年２回開催の協議会では，共同研究やセンターの成果発表内容に対する意見 ２ 19年度は博士後期課程の学生１名をリサーチ・アシスタントに採用した

や指摘を頂いた。また，研究の方向性や活動状況に対する評価，共同研究の
． ， 。実施にあたって全般的な評価も受けた。 ４ 大学等の研究者に対する情報提供について どのような取組を行っているか

（１）利用方法・利用状況・研究成果に関する情報発信の状況・技術専門委員会では共同研究の成果について技術的に評価した。また共同研
究の申請内容や期待される成果などを評価し，採否や予算額を査定した。 １）施設・設備の利用方法・利用状況に関する情報発信

３ これまでの評価結果に基づく改善のための取組として 安全委員会の設置 ・Web上に共同研究者専用ホームページを開設して情報を提供した。） ， ，
共同研究実施マニュアルの作成 物質化学系の教員を運営委員会委員に選出 ・利用申請手順もWeb上で公開し，申請書をダウンロードして手続きを進めら， ，
海の日にオープンラボ実施，外部資金の申請などを行った。 れることとした。

・共同利用・共同研究専用のメールアドレスを公開して研究者等からの問い（６）新たな学術動向や研究者コミュニティの要請に対応するための取組状況
１）関連学会で研究成果を積極的に公表するとともに，意見の交換や最新の研 合わせを随時受け付け，個別に対応した。

究情報を収集した。 ２）研究成果に関する情報発信
２）学協会を代表する研究者を協議会委員とし，意見を聴取して学術動向や研 ・年報「OTEC」を発行し，Webでも同様に活動方針や研究成果を発信した。

究者コミュニティからの要請を把握した。 ・センター成果発表会と共同研究成果発表会を毎年定期的に開催し，研究成
３）これらを実現するために，支援体制の検証を行いつつ,設備維持や機器の 果を発信した。発表会の案内は，全国の大学・研究機関へのポスターの送
高性能化，機器の概算要求に努めた。 付とともにWeb上でも発信した。

（７）大学全体として全国共同利用を推進するための取組状況
１）重点的な人員配置

， ，・全国共同利用施設化前の16年度から比較し 学長裁量による定員増等により
６名の専任教員の増員を図った。

・各学部の関連ある研究分野の教員９名を併任教員とし，18年度から総勢19名
の体制とした。

・研究支援体制を充実させるため，非常勤研究員２名及び研究支援推進員１名
を配置した。
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○附属病院について （２）平成19事業年度
① 教育研究診療の質向上，個性の伸長，地域連携・社会貢献の強化，運営の

１．特記事項 活性化等を目指した特色ある取組
1）卒後臨床研修プログラム改善の成果が表れ，来年度採用予定の初期研修（１）平成16～18事業年度
者定員充足率が91％に回復した（指標(1)-3 。① 教育研究診療の質向上，個性の伸長，地域連携・社会貢献の強化，運営の ）

2）股関節の人工関節置換手術の実績が，前年度に引き続き全国一になった活性化等を目指した特色ある取組
1）教育体制の質向上の取組として，卒後臨床研修センターを設置し，特に （指標(1)-4 。）
研修医のメンタルケアーを重視した研修環境を整備した（下記共通事項の 3）医療人GP「県民医療アカデミーオブｅ-JAPAN」の最終年に当たり，地域
取組・指標(1)-1 。 医療の充実を推進する医療人教育支援プログラムの成果事業を多数展開）

2）研究の質向上と個性の伸長の取組として，寄附講座（ 血管不全学 「人 した（指標(3)-5 。「 」， ）
② 社会的・地域的なニーズや重要かつ喫緊の政策課題等への対応として顕著工関節学 「先端心臓病学 「危機管理学 ）を計４講座開設し，これら」， 」， 」

な取組を重点研究分野として先端医療の研究・開発を行った（指標(1)-4 。）
3）診療の質向上の取組として，横断的診療体制（感染症治療専門チーム， 1）文部科学省の大学教育改革支援事業「がんプロフェッショナル養成プラ
褥瘡対策チーム，横断的緩和ケアチーム，栄養サポートチーム等）を整備 ン」の一環として，臨床腫瘍学会認定専門医受験資格取得が可能な博士
し，病院全体の総合的診療レベルの向上につなげた（指標(2)-1 。 課程プログラムを作成した（指標(2)-5 。） ）

4）地域連携・社会貢献の強化の取組として，ハートセンターによる24時間 2）危機管理学寄附講座が中心となって，文部科学省安全・安心科学技術プ
ホットライン，救命救急センターの小児救急電話相談，地域に密着した感 ロジェクト研究課題「設置型生物剤検知デバイス実用化に関わる研究」
染症の医療機関間情報ネットワーク，佐賀在宅・緩和医療ネットワーク， を推進した。

③ 運営や教育研究診療活動を円滑に進めるための様々な工夫や努力の状況がん診療連携拠点病院としての肝がん検診システムなどを実施し，佐賀県
の中核病院として地域医療に貢献した（指標(2)-2，指標(3)-5 。 1）電子クリティカルパス,管理会計システム等の経営効率化システムを導）

5）運営の活性化を目指す取組として 「治験実施奨励賞」や「杉森賞（教育 入し，経営分析に基づく収支改善の結果，2008年１月公表の文部科学省，
・研究・診療分野での貢献者を対象 」等の顕彰制度により，病院教職員 科学技術政策研究所第１調査研究グループ調査資料-150における国立大）
の診療活動の活性化を図った（指標(1)-2 。 学法人の財務分析（国立大学附属病院の経営）でランキング１位（診療）

経費比率をベース）になった(指標(3)-2,3,4)。② 社会的・地域的なニーズや重要かつ喫緊の政策課題等への対応として顕著
2）本附属病院の理念「患者・医師に選ばれる病院を目指して」の実践としな取組

1）地域社会のニーズに対応する医療提供体制として，救命救急センター， て，医療ソーシャルワーカーを３人体制に増員し，地域医療連携室の業
ハートセンターを設置・整備し，地域の要請に応えた（指標(2)-2 。 務の充実とともに患者サービスを格段に向上させた（指標(2)-4 。） ）

④ その他，大学病院を取り巻く諸事情（当該大学固有の問題）への対応状況2）文部科学省の大学教育改革事業（略称：医療人GP）に採択された「県民
等医療アカデミーオブｅ-JAPAN」により，地域医療等社会的ニーズに対応し

た医療人教育支援プログラムを実施した（指標(3)-5 1 「７：１看護」体制整備に向けて看護師の１割程度増員を実施した。） ）。
2）安心して働ける職場づくりのひとつとして，附属病院に隣接して保育園③ 運営や教育研究診療活動を円滑に進めるための様々な工夫や努力の状況

1）電子カルテシステムの改善を図り，その安全管理システムの改良により を設置し，女性医療従事者の勤務環境整備を図った。
医療事故防止に役立てた（指標(2)-3 。）

2）医療安全管理の質を担保するため，検査部のISO9001（品質管理及び品質
） ， （ ）。保証 認証取得を通して 品質マネジメントを適切に行った 指標(3)-2

④ その他，大学病院を取り巻く諸事情（当該大学固有の問題）への対応状況
等
1）医療職員の疲労度蓄積調査や，カウンセラーによる医療職員，事務職員
及びコ･メディカルスタッフ面接を実施し，勤務環境整備を図った。
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２．共通事項に係る取組状況 【平成19事業年度】
1）卒後臨床研修プログラムの改善と並行して説明会を充実し，研修プログ（１）質の高い医療人育成や臨床研究の推進等，教育・研究機能の向上のため
ラムの魅力をアピールした結果，来年度の採用予定者が56名の定員に対に必要な取組（教育・研究面の観点）
して51名(充足率91％，前年度より14名増)となり，充足率が回復した。指標(1)-1 教育推進のための組織体制（支援環境）の整備状況

2）NPO法人卒後臨床研修評価機構の認定を受けるべく，訪問調査の受審申【平成16～18事業年度】
1）平成16年度に卒後臨床研修センターを設置し，研修医の常駐スペース確 請を行い，平成20年度の書面調査に対する準備を進めた。
保と専任の副センター長による研修プログラムマネージメント体制を整備 3）医師以外の医療従事者を含めた教育研修プログラムとして，①医科/歯
した。 科口腔外科研修医合同ワークショップ，②医師・看護師・コメディカル

2）県内主要病院や医師会と協力して「佐賀県臨床研修運営協議会」を設立 合同の医療安全管理セミナー，③医学・看護学教育ワークショップ（佐
し 臨床研修指導医講習会の企画・運営など 研修体制の向上を推進した 賀大学の卒後臨床研修）などを実施した。， ， 。

指標(1)-4 研究の質を向上するための取組（高度先端医療等の研究・開発3）平成18年度にカウンセラーを配置して，副センター長とともに研修医の
状況）メンタルケアーにきめ細かく対応し，研修医が抱える問題点を指導医にフ

【平成16～18事業年度】ィードバックするなど，研修環境の改善を進めた。
1 寄附講座を平成16年度に 血管不全学 と 人工関節学 17年度に 先【平成19事業年度】 ） 「 」 「 」， 「

1）引き続きメンタルヘルス管理に取り組み，必要に応じて研修計画の変更 端心臓病学 ，18年度に「危機管理学」の計４講座を開設し，先端医療の」
等の介入を行った結果，研修継続に困難をきたす研修医が減少し，効果が 研究・開発を進め，先進医療診療科として新たに形成外科が承認された
現れた。 （18年 。）

2）医師以外の医療従事者に対する教育活動として，関係各部門が協力して 2）遺伝子診断を推進するため，遺伝子検査部門の設置準備を進め，Beckwi
研修医，看護師，コメディカル合同のセミナーやワークショップを開催し th- Wiedemann症候群の遺伝子診断症例数が全国トップになった。
た。 3）有明海総合研究プロジェクトの一環として，ビブリオ・バルニフィカス

感染症の血清抗体価測定システムを開発し，同感染症の発症に関する情指標(1)-2 臨床研究推進のための組織体制（支援環境）の整備状況
報発信，予防の啓発に努め，本院と有明海沿岸の12の地域の医療機関間【平成16～18事業年度】

1）平成16年度に治験センターの拡張，職員の増員を行い，治験実施手順書 の情報ネットワークを確立した。
の見直しなど治験受入れ体制を整備して業務を迅速化した。 4）人工衛星によるリモートセンシングを応用して，有明海からのビブリオ

2）臨床研究倫理審査委員会を新たに設置し(平成17年度)，同委員会を月例 ・バルニフィカス感染症発生の予見や同感染症の病原性解明に関して宇
で開催することによって治験やその他の臨床研究の審議の迅速化を図っ 宙航空研究機構（JAXA)との間で共同研究を行った。

【平成19事業年度】た。
3）治験の拡充を目的として，治験で実績を挙げた医師を対象に 「治験実施 1）各診療科で先端的臨床研究を進め，３T MRIによる心血管病診断法の開，
奨励賞」を創設し(平成18年度)，医師３名を表彰した。 発，心血管炎症マーカーによる循環器病診断，肺癌における上皮増殖因

子受容体変異の高感度検出法開発，凝固系第V因子に関する遺伝子検査の【平成19事業年度】
1）治験の達成率や症例数を毎月報告させるなど，チェック体制を整備した 確立，時計遺伝子の活性診断，Marinesco-Sjogren症候群における遺伝子
結果，新規の治験契約件数が11件（前年度新規９件）と増加した。 異常の証明，医療廃棄物を焼却せず無害化する新装置の開発など，多く

の成果をあげた。指標(1)-3 教育の質を向上するための取組
2）難治性の完全脱臼股関節に対する新たな手術法の考案や手術中及び周術（教育研修プログラムの整備・実施状況）

， （ ）【平成16～18事業年度】 期管理の改善成果として 股関節の人工関節置換手術件数 年間約700件
1）平成16年度の新医師臨床研修制度発足とともに，中央診療部門の研修を が前年度に引き続き全国一になった。

） 。必修とし，地域に根ざした県内の病院での研修を可能とする独自の研修プ 3 消化器外科における腹腔鏡視下手術例数が平成17年度の４倍に増加した
（２）質の高い医療の提供のために必要な取組（診療面の観点）ログラムを策定した。

指標(2)-1 医療提供体制（横断的診療体制）の整備状況2）研修医の急激な減少（定員充足率63％に低下）に対応して，学生アンケ
【平成16～18事業年度】ートや研修医・指導医の意見聴取等を行い，研修プログラムの課題を「卒

後研修ワーキンググループ報告書」としてまとめた（平成17年度 。 1）感染症治療専門チームを設置（平成16年 ：専任の医師・看護師による） ）
3）同報告書を基に，選択コース枠や外科系選択肢を広げ，救急・総合診療 横断的感染症診療，年間約600例のコンサルテーション，病院感染症サー
ローテーションを必修とする研修プログラムに改定するとともに，研修環 ベイランス，佐賀県院内感染対策研究会の開催などの活動により，日本
境の整備や臨床研修説明会を実施した結果，研修希望者が前年度より２名 感染症学会より感染症専門医研修施設に認定され，感染症診療モデル施
増となり，研修医の減少傾向に歯止めがかかった（平成18年度 。 設の指定を受けた。）
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【平成19事業年度】2 褥瘡対策チームを設置 平成16年 ：専任の医師・看護師による褥瘡回診） （ ） ，
褥瘡対策の評価・指導を行い，褥瘡対策委員会を介して対策を推進した。 1）救命救急センター等の救急医療体制の充実：前年度に開設した「危機管

3）横断的緩和ケアチームを設置（平成16年 ：専任の医師・看護師及び兼務 理医学講座 （寄附講座）のスタッフがセンターの運営と診療に参画し，） 」
の精神科医により，がん疼痛に関するコンサルテーション，患者・家族に 救命救急センターの診療機能が更に充実した。また，センターと当該講
対する緩和ケア相談サービスを開始した。また，緩和ケアの認定有資格看 座の連携で，救急医療教育（医療佐賀県災害医療従事者研修会，リスク
護師等を専従配置して地域包括緩和ケア科を新設し，医師会の協力の下に マネジメントなど）の充実が図られた。
「佐賀在宅・緩和医療ネットワーク設立準備委員会」を立ち上げた。 2）ハートセンターの設置による診療体制の充実：専門性を持った看護師や

4）栄養サポートチームを設置（平成16年 ：医師，看護師，栄養士，薬剤師 専任の超音波検査士など検査技師を効果的に配置し，診療体制の充実を）
等からなるチームが，学内LANを利用した栄養サポートシステムや院内全 図った。

指標(2)-3 医療事故防止や危機管理等安全管理体制の整備状況職員を対象にした栄養評価方法等に関する定期的勉強会により，院内全体
【平成16～18事業年度】の栄養療法の知識と実践の向上を図った結果，栄養管理加算算定患者の増

加という形で効果が現れた。さらに，日本静脈経腸栄養学会認定教育施設 1）安全管理担当の副病院長をおき，安全管理対策室による年２回の院内巡
として他医療機関の医療従事者の教育研修にも力を入れ，NST専門栄養士 視や安全管理・事故防止に関する講演講習会の開催（年10回程度）等に
を養成した。 より，医療安全管理に関する指針内容の周知徹底を図った。

2）医療事故等の検証委員会を立ち上げ，インシデント・アクシデントレポ【平成19事業年度】
1）感染症診療の充実：感染制御部を設置し，感染症診療（年間700症例）の ートの速やかな分析と対策の実施，院内部署間の相互チェックや関連病
充実や対応マニュアルの策定など，感染症対策及び予防体制を整備すると 院との相互チェックを実施し，医療事故防止の徹底を図った。
ともに，感染専門医モデル研修施設として研修医19名の指導，院内感染対 3）電子カルテシステム（病院医療情報システム）の安全管理システムを改
策講習会，医師会医療安全研修会における感染対策講演など，教育面にも 良し，①薬剤システムにおける，オーダ段階での薬品過量投与等のチェ
力を注いだ。 ック，②使用禁忌薬剤に対するチェック，③食事オーダーシステムにお

2）褥瘡対策チームの充実：チームに認定看護師を加え，コンサルテーショ ける食品アレルギーに対するチェック，③指示－看護システムの連携に
ンを通じて指導・相談活動の充実を図った。 よる転記ミス防止など，機能強化を行い，医療事故防止に役立てた。

【平成19事業年度】3 横断的緩和医療・緩和ケアの普及と充実：地域包括緩和ケア科を中心に） ，
緩和ケア診療部の設置に向けて準備を進めるとともに，国立病院機構佐賀 1）医療事故等の分析・対策におけるセーフティアドバイザーとして，危機
病院の緩和ケアチームの立ち上げを支援し，緩和ケア合同カンファレンス 管理医学講座教授を安全管理対策室副室長に任命し，安全管理体制の強
を毎月開催するなど緩和医療・緩和ケアの充実を図った。 化を図った。

4）栄養サポートチーム（NST）の栄養管理教育の充実：各診療科や他の横断 2）院内Webを活用した病院職員に対するインシデント・アクシデント報告
， （ ，的診療班と連携した栄養管理に関する勉強会を年間19回定期的に実施し 内容の共有化や 従来の医療従事者の研修会に加えて病院従業者 清掃

た。この勉強会には学外の34施設にも参加を呼びかけ，毎回約120名が参 患者サービス委託業者など約190名）に対する２回の医療安全研修会を実
加し，栄養サポートに関する知識の共有と施設間の連携を深めた。また， 施し，事故防止対策の徹底を図った。
日本静脈経腸栄養学会の認定教育施設として，３名の研修生を受け入れる 3）患者取り違い防止策として，入院患者全員にリストバンドを装着し，３
とともに 新たにチームスタッフ３名がNST専門療法士の資格を取得した 点チェックシステム（誰が，誰に，何を）の確認システムを導入した。， 。

指標(2)-2 医療提供体制（救命救急センター,ハートセンター）の整備状況 指標(2)-4 患者サービスの改善・充実に向けた取組状況
【平成16～18事業年度】 【平成16～18事業年度】
1）救命救急センターを開設：佐賀県及び佐賀市との協議のもとに平成17年 1）地域医療連携室を開設し(平成16年)，外来受診に関する相談，医療費等

月に開設し，病棟の改築・改装，医療機器等の整備，看護師の増員や診 の経済的問題，退院支援を中心に患者サービスの改善に取り組んだ。９
療科間の連携強化を行い，救急医療体制の整備を進めた。また，佐賀県初 2）患者サービス課に医療相談室を設置し，医療関連公的制度の適用等の相
の気管挿管の有資格救急救命士の育成や小児救急電話相談の開始など，佐 談に対応するとともに，専任の医療ソーシャルワーカー（MSW)が患者や
賀地域の救急医療体制の機能充実に貢献した。 家族の心理的・社会的・経済的な問題について年間2000件余りの相談に

2）ハートセンターを開設：臓器別の病棟再編を進め，循環器系疾患の関係 応じた。
診療科を同一フロアに集めたハートセンターを平成18年12月に設置し，専 3）投書箱「希望の声」に寄せられた患者や家族からのあらゆる意見・苦情
門医による24時間ホットラインを設け，県内の医療機関等からの緊急依頼 に対して患者サービスの改善・充実に努めるとともに，投書に対する回
に対応できるようにした。 答を病院廊下に掲示し，説明した。
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2）社会保険委員会により，診療報酬査定率の目標設定と成績の前年度比較【平成19事業年度】
1）地域医療連携室において，肝疾患診療連携拠点病院としての窓口業務， を月別に行い，分析結果を各部門にフィードバックして査定率減を図っ
がん診療連携拠点病院としての電話相談，ホームページからの情報発信等 たことにより，医業収支比率の改善につながった。

指標(3)-2 外部評価の実施及び評価結果を踏まえた取組状況に着手し，地域の保健・医療・福祉施設等との連携を深めた。
【平成16～18事業年度】2）医療ソーシャルワーカーを３人体制に増員して相談件数の増加（月間250

～300件）と相談内容の多様化に対応した結果，地域医療連携室の業務の 1）日本医療機能評価機構による病院機能評価を受け，平成16年７月にバー
充実が図られるとともに患者の利便性が格段に向上した。 ジョン4.0の認定を受けた。その後，次期の病院機能評価バージョン5.0

（ ） ， 。指標(2)-5 がん・地域医療等社会的要請の強い医療の充実に向けた取組 の審査 平成20年度予定 に向けて 病院機能の向上に取り組んできた
2）国立大学附属病院安全管理協議会が実施する「大学病院に関する相互チ【平成16～18事業年度】

1）外来化学療法室を設置し，悪性腫瘍治療のための化学療法外来を開設し ェック」の結果に基づき，研修医を識別できるような名札の改善，医療
た。 安全管理ポケットマニュアルの作成などの改善を行った。

2）外来化学療法体制等の充実を図った結果，化学療法外来の利用者数が増 3）医療安全管理の質を担保するため，検査部のISO9001（品質管理及び品
加し，地域がん診療連携拠点病院としての指定を受けた。この実績を踏ま 質保証）認証取得を通して，品質マネジメントを適切に行った。
えて，がんセンター（仮称）の組織づくりに向けて検討を進めた。 4）その他の外部評価として，附属病院の収益力が高い大学全国13位，人工

関節置換術実力病院全国１位(股関節)及び14位(膝関節)，子宮頸がん放【平成19事業年度】
1）プロトコール審査委員会を設置し，外来化学療法におけるプロトコール 射線治療実力医西日本19位，ストロークケア実力病院として認定（九州
管理の徹底，治療後のフォローアップ体制等の充実を図った結果，化学療 ９施設）などの評価を得た。

【平成19事業年度】法実施患者数が前年度より20％増加した。
2）院内がんセンターの枠組みを立ち上げ，地域がん診療連携拠点病院とし 1）東北大学からの「大学病院相互チェック」を受け，医療安全管理体制，
ての腫瘍対応体制を整備するとともに，化学療法外来を充実させ，化学療 診療記録，卒後臨床研修医制度，薬剤の安全管理体制に関して良好な評
法後の患者のQOL改善に取り組んだ。 価を受けた。また，課題とされた入院患者に対する薬剤管理指導の実施

3）平成20年度から医学部とともに取り組むがんプロフェッショナル養成プ 率について改善を図り，実施率約３割に改善された。
ランの一環として，臨床腫瘍学会認定専門医受験資格取得が可能な博士課 2）2008年１月公表の文部科学省科学技術政策研究所第１調査研究グループ
程プログラムを作成するとともに，インテンシブコースとしてがん治療認 調査資料-150における国立大学法人の財務分析（国立大学附属病院の経
定医機構認定医，がん専門薬剤師，放射線治療専門医を育成し，あるいは 営）でランキング１位（診療経費比率をベース）となった。

指標(3)-3 経営分析やそれに基づく戦略の策定・実施状況緩和ケアについての実地修練が出来るコースを設置した。
【平成16～18事業年度】
1）経営戦略コンサルティング会社に依頼した経営効率化システム導入調査（３）継続的・安定的な病院運営のために必要な取組が行われているか。

， 。（運営面の観点） の報告書を基に 電子クリティカルパス・管理会計システムを導入した
このシステムで出力した毎月の診療科別損益計算書により，前年度との指標(3)-1 管理運営体制の整備状況
比較を行い，目標値を設定して診療の効率化を図った。【平成16～18事業年度】
） ，1）病院長を室長として，副病院長(安全管理担当，卒後臨床研修担当，経営 2 管理会計システムとDPC解析システムを融合したデータベースを用いて

企画担当)，病院長特別補佐，看護部長，事務部長により病院企画室を組 診療科・DPC別クリティカルパス（オーダ）自動作成システムを構築し，
織し，月２回の会議により迅速な審議を行ない，機動的な管理運営を行っ 診療の標準化を目指した。併せて稼働したクリティカルパス稼動評価シ
た。 ステムにより，症例ごとの収支に対する診療内容検索が可能となった。

2）病院企画室会議の決定事項は，病院運営協議会及びチーフレジデント会 3）電子カルテシステムに改良を加え，収支分析システムから診療科別月次
議に伝えられ，ホームページにも掲載して，病院職員全員への周知徹底を 損益計算書を作成して各部署の経営上の問題点を明らかにし，各診療科
図った。 の収益と経費のバランス配分方法を改善した。

【平成19事業年度】 【平成19事業年度】
1）本院独自の月別の診療科別損益計算書を，月例の院内会議（病院企画室 1）平成20年３月からの電子カルテシステム（病院医療情報システム）の更
会議，病院運営協議会及びチーフレジデント会議）において経費削減の観 新にあわせて，現行のクリティカルパスの見直しを行い，操作性の向上
点から分析し，各部門に結果をフィードバックして医業収支への理解を高 を図った。
めた。 2）救命救急センターの設置やハートセンターの設置を機に，病棟の臓器別

再編を進め，専門性を持った看護師や検査技師を特定の部署に配置して
診療体制の充実を図った。
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） ，指標(3)-4 収支の改善状況（収入増やコスト削減の取組状況） 2 上記の観点で述べた①ハートセンター専門医による24時間ホットライン
②救命救急センターによる救急救命士の育成や小児救急電話相談，③ビ【平成16～18事業年度】

1）病院経営の効率化を図るため，経営戦略コンサルティング会社との合同 ブリオ・バルニフィカス感染症など地域に密着した感染症の地域の医療
プロジェクトを発足し，収支分析結果をコスト削減に反映させる体制を整 機関間の感染症情報ネットワークの構築，④地域包括緩和ケア科による
えた。 佐賀在宅・緩和医療ネットワークの構築，⑤地域医療連携室におけるが

2）医療材料等について，部署単位での規格の統一化に取り組み，薬事委員 ん診療連携拠点病院としての電話相談やホームページからの情報発信の
会において非効率的な医薬品リストをもとに，25品目を削減した。 取組に加えて，⑥地域医療連携の一環として新たに肝がん検診システム

3）診療報酬改訂による医療収益への影響を分析した結果，平成18年度は前 を立ち上げるなど，地域医療連携強化に向けて積極的な取組を行ってき
年に比べて減収となったが コスト削減が進んだことにより増益となった た。， 。

【平成19事業年度】 【平成19事業年度】
1）有効な病床活用のため，平成19年４月に過去１年間の診療科毎の病床稼 1 「医療人GP」主催の第２回地域医療教育フォーラムで地域医療教育の現）
働率，在院日数及び診療単価，収益率等を算出し，それらのデータを基に 状についての議論を深めたほか，①糖尿病対策地域栄養相談システム事
病院企画室会議において各診療科病床数を調整した。その効果が在院日数 業(在宅栄養士の診療所への出張と栄養相談のシステム化)，②県内リハ

，の短縮という形で現れ，診療単価の上昇につながり，診療報酬請求額は当 ビリテーションネットワーク事業(高度運動機能障害者支援機器の導入)
，初予定より約３億円の増収となった。 ③地域認知症ケアネットワーク研究事業(杵藤地区での認知症啓発活動)

2）月例の院内会議で診療科・部門別の損益計算データを示し，診療科ごと ④離島医療支援事業(基幹病院が実施する離島勤務医のニーズ調査)，⑤
に代表的な診療行為について収支の分析を行い，経営効率化について啓発 佐賀県緊急被ばく医療ネットワーク検討委員会(玄海原子力発電所災害を
を図った。その結果，各部署から効率化についての自発的な意見が出され 想定した関連市町村，消防，防災，医療機関等の広域連携，⑥佐賀県に
るようになり，病院全体の経営改善意識が向上し，手術材料の標準化や在 おける高次脳機能障害者に対する支援活動，などの地域連携事業を行っ
院日数の短縮化などにつながった。 た。

3）SPD（物品管理業務効率化システム）については，先行してSPDを導入し 2）地域医療連携室長をはじめとする病院スタッフによる教育講演会や地域
ている大学病院の現状調査や院内各部署の意見などを参考に検討を重ねた の高齢者医療ネットワーク会議，医療保険や在宅・緩和医療に関する会
結果，現在有効に機能している本院独自のSPDシステム（医療材料の物流 議等を通じて，地域医療機関や介護施設関係者との連携を深めた。
管理を教職員が協力して実施）を継続し，当面は外部委託型のSPD導入は
行わないこととした。なお，本院独自のSPDの妥当性の検証は今後も続け
ていくこととした。

指標(3)-5 地域連携強化に向けた取組状況
【平成16～18事業年度】
1）へき地を含む地域医療を担う質の高い医療人の養成に取り組む教育支援
プログラム「県民医療アカデミーオブｅ-JAPAN」が，平成17年度から３年
間の予定で文部科学省の大学教育改革支援事業（略称：医療人GP）に採択
された。このプログラムにより，医療圏ごとに，医療機関・医師会・行政
等が連携して地域医療教育振興センターを軸とするネットワークを構築す
ることを目指して，①地域医療指導医の教育活動や指導医自身の研修支援
を目的とした代医派遣事業の実施，②本院と大学本部，離島診療所，へき
地病院をTV会議システムで連結した「地域医療教育フォーラム」の開催，
③認証機能を持ったｅ‐ラーニングシステムや患者情報共有のためのITネ
ットワークを構築するための基盤整備事業などの取組を行った。
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○附属学校について （２）国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，教育研究活動
（１）教育研究の高度化，個性豊かな大学づくりなどを目指した，教育研究活 を円滑に進めるための様々な工夫

動面における特色ある取組 ・地域と連携した教育研究活動の推進のために講じた具体的な措置
・教育実習の充実に向けて講じた具体的な措置 【平成16～18事業年度】

1)広域自治体と連携した教育研究体制の構築【平成16～18事業年度】
1)教育実習を通した教育研究における理論と実践の接続の強化 ・佐賀大学文化教育学部と佐賀県教育委員会における連携・協力協定書を
・教育実習を授業開発の場と位置付け，第１学年に「高度教育実習Ⅰ ，第 締結し，地域と共同した教員の養成，研究開発・共同研究を推進する体」

学年に 高度教育実習Ⅱ 第３学年に 高度教育実習Ⅲ を配当した 制を整えた。２ 「 」， 「 」 。
・平成16年度から高度教育実習の試行を社会科で開始し 平成17年度に国語 2) 共同研究テーマ, 教科部会を通した教育研究活動の地域への還元， ，
社会，算数の３教科，平成18年度には教科教育選修，数学選修を加えた全 ・共同研究テーマ「学びをひらく教育の創造」を定め，全教科において附
教科に試行を拡大した。 属学校教員と学部の学校教育課程に所属する教員が教科ごとのサブテー

， （ ）， （ ）【平成19事業年度】 マを設定し 公開研究発表会 延べ100件 校内全体研究会 延べ91件
1)教育実習を通した教育研究における理論と実践の接続の強化 を開催した。
・附属学校における高度教育実習を，全教科について実施した。 ・学部教員及び附属学校教員による教科部会５つを設置し，定期的な研究
・平成19年度の専門職大学院等教育推進プログラムに採択された「発達障害 会の開催（延べ54件 ，県・市校長会，教頭会，教務主任会への参加，県）

， （ ），と心身症への支援に強い教員の養成―文化教育学部・医学部附属病院連携 の特別支援教育研究会の事業推進協力活動 地域の教育相談 延べ66件
による臨床教育実習導入とカリキュラム開発―」の一環として，特別支援 地域の研究会や研修会への講師及び助言者の派遣（延べ144件）などを行
学校での臨床教育実習を試行した。 った。

・附属学校を活用した研究推進のために講じた具体的な措置 【平成19事業年度】
1)広域自治体と連携した教育研究体制の構築【平成16～18事業年度】

1)学部と附属学校の教員が共同研究への関心を共有するための措置 ・佐賀県教育委員会と文化教育学部が連携して設置した佐賀県検証改善委
・附属学校において 文化教育学部の教員が授業実践を行った 延べ14件 員会に附属小・中学校の教員（６人）が加わり，学校改善支援プラン作， （ ）。

） 「 」・附属学校教員が大学での教育実習の事前事後指導（延べ190件 ，教科教育 成等事業 学力調査に基づく検証改善サイクルの確立に向けた実践研究
法 学部 及び実践授業研究 大学院 の講師等を担当した 延べ28件 を推進した。（ ） （ ） （ ）。

2）文部科学省の指定による学部・附属学校の個性的な共同研究テーマの設 2)共同研究テーマ, 教科部会を通した教育研究活動の地域への還元
定 ・佐賀大学文化教育学部・附属学校共同研究実施要領を定め，学部と附属

・ 国語力の育成を基盤に据えた教育課程，教育内容，教育方法及び評価の 学校の教員が共同して地域の研究会・研修会等の諸活動を所掌し，講師「
在り方」についての研究開発（附属中学校：平成15～17年度）を行った。 ・助言者の派遣を斡旋する仕組みを整えた。

・学力の把握に関する研究指定校事業（附属中学校：平成18，19年度）によ ・上記の佐賀県検証改善委員会による最終報告会「学校改善・授業改善フ
る共同研究を推進した。 ォーラム」の開催をはじめ，地域の教育機関等と連携した教育研究活動

（公開研究発表会33件，校内全体研究会32件，教科部会による研究会250【平成19事業年度】
1)学部と附属学校の教員が共同研究への関心を共有するための措置 件，地域の教育相談15件，研究会・研修会の講師・助言者61件）に取り
・佐賀大学文化教育学部・附属学校共同研究推進委員会規程を制定し，学部 組んだ。
に所属する教職科目の担当教員，附属学校教員が学部・附属学校間で相互
に教育実践を行い，授業実践，教育実習及び教職員研修の効果的方法を研
究する体制を整備した。

・学部教員による附属学校での授業実践（延べ30件 ，附属学校教員による）
教育実習の事前事後指導（延べ81件 ，教科教育法（学部）及び実践授業）
研究（大学院）における講師の担当（延べ10件）を，引き続き行った。

2)文部科学省の指定による学部・附属学校の個性的な共同研究テーマの設定
・小学校における英語活動等国際理解活動推進事業（附属小学校：平成19，
20年度）により 「コミュニケーションを楽しむ児童が育つ英語活動」を，
テーマとした附属学校と学部教員による共同研究を推進した。
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○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
・具体的指摘事項に関する対応状況
【平成16～18事業年度】
（１）平成16年度評価結果

①「国際交流基金」制度の設置に関する取組が当初の中期計画よりも遅れて
いる 」という指摘に対して，佐賀大学学術振興事業基金と医学部国際交。
流基金を統合して，新たな佐賀大学国際交流基金を平成18年度に創設し，
若手研究者の渡航援助や私費外国人留学生奨学金支援等を行う「国際交流
基金」制度として，支援事業を開始した。

②「附属学校について，大学，学部と一体になった取組を一層推進されるこ
とが求められる 」という指摘に関して，学部教員による附属小学校授業。
の実施や大学院生の実践授業のための附属学校との連携の強化，さらに平
成18年度から教材開発の共同研究などを行い，両者が一体となった取組を
さらに推進した。

【平成19事業年度】
なし
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む ，収支計画及び資金計画。）

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 該当なし
29億円 29億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等

発生等により緊急に必要となる対策費と により緊急に必要となる対策費として借り入
して借り入れすることも想定される。 れすることも想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 重要な財産を譲渡する計画 １ 重要な財産を譲渡する計画 １ 重要な財産を譲渡する計画
(1)本庄東地区の土地の一部（佐賀県佐賀

市本庄町大字本庄字十五畷１番地,490
㎡）を譲渡する。 該当なし 該当なし

(2)文化教育学部附属特別支援学校の土地
の一部（佐賀県佐賀市本庄町大字正里
46-2，28.81㎡）を譲渡する。

２ 重要な財産を担保に供する計画 ２ 重要な財産を担保に供する計画 ２ 重要な財産を担保に供する計画
医学部附属病院施設・設備整備に必要 医学部附属病院設備整備に必要となる経費の 本学附属病院の担保敷地を，医学部附属病院設備整備に必要
となる経費の長期借入れに伴い，本学 長期借入れに伴い，本学附属病院の敷地につ となる経費の長期借入れに対応するため，本学附属病院の敷
附属病院の敷地及び建物について担保 いて担保に供する。 地を改めて担保に供した。
に供する。

佐賀大学
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Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は，教 決算において剰余金が発生した場合は，教 決算において発生した剰余金を，①学生キャンパスライフ向上積
育研究の質の向上及び組織運営の改善に充て 育研究の質の向上及び組織運営の改善に充て 立金，②教育・研究充実積立金，③キャンパス環境充実積立金，④
る。 る。 附属病院充実積立金の４つの目的積立金に区分し，教育研究の質の

向上及び組織運営の改善に充てた。

○ 計画の実施状況等
①学生キャンパスライフ向上積立金については，目的に沿った計画的な執行を行うため全額次年度に繰り越した。
②教育・研究充実積立金取崩額（39百万円）の使途概要については，附属幼稚園本館の改修等に充てた。
③キャンパス環境充実積立金については，目的に沿った計画的な執行を行うため全額次年度に繰り越した。
④附属病院充実積立金取崩額（227百万円）の使途概要については，附属病院における医療機器等の購入等に充てた。

佐賀大学
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佐賀大学

Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

財 源 財 源 財 源施設・設備の内容 施設・設備の内容 施設・設備の内容予定額 百万円 予定額 百万円 決定額 百万円（ ） （ ） （ ）

長期借入金 施設整備費補助金 施設整備費補助金・全身血管診断 総額 総額 総額768 ・耐震対策 1,028 ・耐震対策 1,027
（444） （校舎改修） （ 544） （校舎改修） （ 544）治療システム

・リニアック 長期借入金 ・リニアック 長期借入金・小規模改修 施設整備費補助金
（324） 放射線治療シ 430 放射線治療シ （ 429）（ ）

ステム ステム

国立大学財務・経営セ 国立大学財務・経営セ・小規模改修 ・小規模改修
ンター施設費交付金 ンター施設費交付金

（ 54） （ 54）

(注１) 金額については見込みであり，中期目標を (注１) 金額については見込みであり，中期目標を
達成するために必要な業務の実施状況等を勘 達成するために必要な業務の実施状況等を勘
案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案 案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案
した施設・設備の改修等が追加されることも した施設・設備の改修等が追加されることも
ある。 ある。

(注２) 小規模改修について17年度以降は16年度と
同額として試算している。

なお，各事業年度の施設整備費補助金，船
舶建造費補助金，国立大学財務・経営センタ
ー施設費交付金，長期借入金については，事
業の進展等により所要額の変動が予想される
ため，具体的な額については，各事業年度の
予算編成過程等において決定される。

○ 計画の実施状況等
・耐震対策棟（校舎改修）については，計画どおり実施した。
・リニアック放射線治療システムについては，契約実績額が予定より少額であったため，１百万円の減で実施した。
・小規模改修については，計画どおり実施した。
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佐賀大学

Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１）基本原則 １）人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策 （１ 「業務運営の改善及び効率化」）
①教員の選考に当たっては，本学，学部，学科 ○全ての教職員を対象に人事評価の試行を実施する。 ③ 人事の適正化に関する目標
等の理念・目標・将来構想に沿って行うことと Ｐ20～25参照。
し，社会人及び外国人の任用について配慮する
とともに女性教員の積極的な登用を図る また ２）任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的措置。 ，
同一教育研究分野に同一大学出身者が偏らない ○平成17年度に整備した総合的な基準による教員選考方法につい
よう努力する。公募を原則とし，適任者が得ら て，実態を調査し検証する。
れるよう努力する。 ○任期制の適用について合意を得られた部局等から導入を進める
②職員の採用及び昇任に当たっては，専門的能 とともに，再任審査基準等について十分な検討を行う。また，
力に加え，幅広い視野を有し，時代の変化，複 引き続き任期制を適用する範囲について検討する。
雑化する社会の現状等に対応し得る人材の確保
に努め，効率的な大学運営を支える有為な人材 ３）外国人・女性等の教員採用の促進に関する具体的方策
の登用を図る。 ○英語版の公募要領を作成し，適任者を広く海外からも求め，教

育研究を充実させる。
， 。２）人員管理 ○外国人教員 女性教員が働き易い職場環境をさらに充実させる

教職員配置の運用枠を確保し，学長を中心に
教職員の重点配置計画を策定し，教育研究の拠 ５）事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策
点を作る。 ○前年度に実施した研修受講者アンケート調査による検証を踏ま

え，必要に応じて研修内容などを改善する。また，事務系職員
３）人事管理等 提案制度で提案された研修の実現性などについて検討を行い，

①本学の教育研究等の質の向上を踏まえた職員 実施可能なものから実施する。
の計画的，戦略的，適正な配置と能力の向上及 ○前年度に導入した学校法人との「経営感覚」を養うための人事
び組織の活性化を図るため 国立大学法人 国 交流派遣研修を引き続き実施する。， ， ，
地方公共団体，民間企業等との人事交流を積極 ○大学運営の重要課題に対応する専門的職能集団を構築する観点
的に推進する。 から，事務組織改革構想案を策定し，可能なところから実施す
②実践的研修，専門的研修の活用による専門的 る。
職能集団の計画的な養成を図る。 ○「大学院研修実施要項」に基づき，平成20年度に派遣する，政

， ， 。策・行政管理系 法律系の大学院研修受講生を募り 決定する
(参考) 中期目標期間中の人件費総額見込み 84,690

百万円（退職手当は除く） ６）中長期的観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的
方策
○定年退職者に係る定数を学長管理定数とする人員管理ルールに
より退職者の補充を抑制するとともに，管理職手当の支給額全
体を膨張させない観点から，支給区分等の見直しを行う。
なお，平成19年度は概ね１％の人件費を削減する。

(参考１) 平成19年度の常勤職員数 1,328人
また，任期付職員数の見込みを289人とする。

(参考２) 平成19年度の人件費総額見込み 15,109百万円
（退職手当は除く）
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○ 別表１（学部の学科，研究科の専攻等の定員未充足の状況について）

学部の学科,研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100 (a) (b) (b)/(a)×100
（学士課程） （人） （人） (%) （修士課程） （人） （人） (%)

文化教育学部 教育学研究科修士課程
学校教育課程 ３６０ ４２９ １１９．１７ 学校教育専攻 １２ １７ １４１．６７
国際文化課程 ２４０ ２８２ １１７．５０ 教科教育専攻 ６６ ９３ １４０．９１
人間環境課程 ２４０ ２８５ １１８．７５
美術・工芸課程 １２０ １３４ １１１．６７ 経済学研究科修士課程
３年次編入学 ４０ 金融・経済政策専攻 ８ ９ １１２．５０

企業経営専攻 ８ ２１ ２６２．５０
経済学部

経済システム課程 ５６０ ６６８ １１９．２９ 医学系研究科修士課程
経営・法律課程 ５４０ ６４２ １１８．８９ 医科学専攻 ３０ ３６ １２０．００

看護学専攻 ３２ ３６ １１２．５０
医学部

医学科 ５７０ ５７６ １０１．０５ 工学系研究科博士前期課程
看護学科 ２４０ ２６５ １０１．９２ 機能物質化学専攻 ３２ ３７ １１５．６３
３年次編入学 看護学科 ２０ 物理科学専攻 ３０ ２８ ９３．３３（ ）

機械システム工学専攻 ５４ ６６ １２２．２２
理工学部 電気電子工学専攻 ５２ ５８ １１１．５４

数理科学科 １２０ １７０ １４１．６７ 知能情報システム学専攻 ３０ ３２ １０６．６７
物理科学科 １６０ ２１５ １３４．３８ 数理科学専攻 ２２ ２５ １１３．６４
知能情報システム学科 ２４０ ２９５ １２２．９２ 都市工学専攻 ５４ ６１ １１２．９６
機能物質化学科 ３６０ ４３１ １１９．７２ 循環物質工学専攻 ３４ ５１ １５０．００
機械システム工学科 ３６０ ４５５ １２６．３９ 生体機能システム制御工学専攻 ６４ ７０ １０９．３８
電気電子工学科 ３６０ ４４３ １２３．０６
都市工学科 ３６０ ４１４ １１５．００ 農学研究科修士課程
３年次編入学 ４０ 生物生産学専攻 ４０ ３７ ９２．５０

応用生物科学専攻 ６０ ５２ ８６．６７
農学部

生物生産学科 １３０ １６６ １２７．６９
応用生物科学科 １６０ １９１ １１９．３８ 修士課程 計 ６２８ ７２９ １１６．０８
応用生物科学科 ９０ １０２ １１３．３３
生物環境科学科 １２０ １２４ １０３．３３
生命機能科学科 ８０ ８５ １０６．２５
３年次編入学 ２０

学士課程 計 ５，５３０ ６３７２ １１５．２３

佐賀大学
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○計画の実施状況等学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

・定員充足率が低い理由(a) (b) (b)/(a)×100
（博士課程） （人） （人） (%)

農学部応用生物科学専攻
医学系研究科博士課程 応用生物科学科においては女子学生の割合が高く，修士課程への進学より

機能形態系専攻 ５２ ４８ ９２．３１ も学部卒業後就職を希望する傾向が強い。このような傾向が，就職状況の好
生体制御系専攻 ５６ ５６ １００．００ 転に伴い修士課程への進学率が低下した原因と考える。
生態系専攻 １２ １４ １１６．６７ また，佐賀大学では他大学への進学を希望する学生が多く，そのことも入

学者の減少の原因となったものと考えている。
工学系研究科博士後期課程

エネルギー物質科学専攻 ２７ ４３ １５９．２６ 生体機能システム制御工学専攻（博士後期課程）
システム生産科学専攻 ２１ ５０ ２３８．１０ 本専攻で学ぶ学生の就職対象となる企業では修士学位取得者に対する人材
生体機能システム制御工学専攻 ４２ ２６ ６１．９０ 要求が極めて高いものの，世代交代による人材不足から社員を博士後期課程

に学ばせる余力がないという傾向が続いている。その為，本専攻博士後期課
程充足率は昨年度と同程度に留まった。一方，他２専攻では充足しているこ

博士課程 計 ２１０ ２３７ １１２．８６ とから，本専攻で学ぶ魅力の発信強化を図り，充足率改善に向けた一層の努
力を傾注する。

附属学校園名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
（人） （人） (%)

文化教育学部

附属小学校 ７２０ ７０２ ９７．５０
附属中学校 ４８０ ４７６ ９９．１７
附属特別支援学校 ６０ ５５ ９１．６７
附属幼稚園 ９０ ８５ ９４．４４

附属学校園 計 １，３５０ １，３１８ ９７．６３

佐賀大学
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○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成１６年度）

国費
留学生数

（D)

外国政府
派遣留学
生数(E)

大学間交流
協定等に基
づく留学生
等数(F)

（学部等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） (％)

文化教育学部 1,000 1,161 24 0 0 0 22 54 46 1,093 109.30

経済学部 1,100 1,313 34 0 0 0 25 93 73 1,215 110.45

医学部 830 846 0 0 0 0 2 20 2 842 101.45

理工学部 2,000 2,439 30 1 11 0 53 265 221 2,153 107.65

農学部 600 664 8 0 0 0 8 28 27 629 104.83

（研究科等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） (％)

教育学研究科 78 111 17 1 0 0 3 7 7 100 128.21

経済学研究科 16 24 14 1 0 0 3 3 3 17 106.25

医学系研究科（修士課程） 62 49 1 0 0 0 0 0 0 49 79.03

医学系研究科（博士課程） 120 46 7 4 0 0 1 2 2 39 32.50

工学系研究科（博士前期課程） 372 458 29 10 0 0 11 18 15 422 113.44

工学系研究科（博士後期課程） 90 108 53 33 1 0 2 21 21 51 56.67

農学研究科 100 95 21 11 0 0 0 9 8 76 76.00

学部・研究科等名

超過率算定
の対象となる
在籍学生数

(J)
【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】

定員超過率
(K)

(J)/(A)×100

外国人
留学生数

(C)

収容定員
(A)

収容数
(B)

左記の収容数のうち

左記の外国人留学生のうち 休学
者数
(G)

留年
者数
(H)

左記の留年者数の
うち、修業年限を
越える在籍期間が
２年以内の者の数

(I)
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○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成１７年度）

国費
留学生数

（D)

外国政府
派遣留学
生数(E)

大学間交流
協定等に基
づく留学生
等数(F)

（学部等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） (％)

文化教育学部 1,000 1,150 19 0 0 0 31 45 41 1,078 107.80

経済学部 1,100 1,310 30 0 0 0 33 83 68 1,209 109.91

医学部 830 837 0 0 0 0 7 12 12 818 98.55

理工学部 2,000 2,429 35 0 13 0 39 232 202 2,175 108.75

農学部 600 671 9 0 0 0 9 22 18 644 107.33

（研究科等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） (％)

教育学研究科 78 98 18 0 0 0 4 4 4 90 115.38

経済学研究科 16 26 19 3 0 0 2 2 1 20 125.00

医学系研究科（修士課程） 62 48 0 0 0 0 1 2 2 45 72.58

医学系研究科（博士課程） 120 83 9 5 0 0 2 5 5 71 59.17

工学系研究科（博士前期課程） 372 425 28 12 0 0 6 20 18 389 104.57

工学系研究科（博士後期課程） 90 113 55 32 1 0 8 34 34 38 42.22

農学研究科 100 112 13 10 0 0 3 9 9 90 90.00

留年
者数
(H)

左記の留年者数の
うち、修業年限を
越える在籍期間が
２年以内の者の数

(I)

学部・研究科等名

超過率算定
の対象となる
在籍学生数

(J)
【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】

定員超過率
(K)

(J)/(A)×100

外国人
留学生数

(C)

収容定員
(A)

収容数
(B)

左記の収容数のうち

左記の外国人留学生のうち 休学
者数
(G)
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○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成１８年度）

国費
留学生数

（D)

外国政府
派遣留学
生数(E)

大学間交流
協定等に基
づく留学生
等数(F)

（学部等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） (％)

文化教育学部 1,000 1,163 11 0 0 0 17 59 54 1,092 109.20

経済学部 1,100 1,324 29 0 0 0 30 95 73 1,221 111.00

医学部 830 838 0 0 0 0 9 9 8 821 98.92

理工学部 2,000 2,397 38 0 17 0 38 223 195 2,147 107.35

農学部 600 668 8 0 1 0 8 24 21 638 106.33

（研究科等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） (％)

教育学研究科 78 101 25 1 0 0 3 3 3 94 120.51

経済学研究科 16 28 23 4 0 0 0 1 1 23 143.75

医学系研究科（修士課程） 62 68 3 0 0 0 2 4 4 62 100.00

医学系研究科（博士課程） 120 102 7 3 0 0 4 5 5 90 75.00

工学系研究科（博士前期課程） 372 423 25 13 0 0 8 19 19 383 102.96

工学系研究科（博士後期課程） 90 106 57 33 0 0 4 19 16 53 58.89

農学研究科 100 109 12 8 1 0 4 8 8 88 88.00

○定員充足率が高い理由

　経済学研究科

休学
者数
(G)

留年
者数
(H)

左記の留年者数の
うち、修業年限を
越える在籍期間が
２年以内の者の数

(I)

学部・研究科等名

超過率算定
の対象となる
在籍学生数

(J)
【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】

　外国人の受験者が多く，実際の入学者数の予想が困難であった。
  この年の入学手続者が予想以上に多かったため，結果として定員が目安よりも超過することとなった。

定員超過率
(K)

(J)/(A)×100

外国人
留学生数

(C)

収容定員
(A)

収容数
(B)

左記の収容数のうち

左記の外国人留学生のうち
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佐賀大学

○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成１９年度）

国費
留学生数

（D)

外国政府
派遣留学
生数(E)

大学間交流
協定等に基
づく留学生
等数(F)

（学部等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） (％)

文化教育学部 1,000 1,130 10 0 0 0 21 39 32 1,077 107.70

経済学部 1,100 1,310 26 0 0 0 27 81 70 1,213 110.27

医学部 830 841 0 0 0 0 6 12 12 823 99.16

理工学部 2,000 2,423 42 0 17 0 58 250 215 2,133 106.65

農学部 600 668 7 1 1 0 10 24 20 636 106.00

（研究科等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） (％)

教育学研究科 78 110 27 2 0 0 4 4 4 100 128.21

経済学研究科 16 30 25 3 0 0 0 1 0 27 168.75

医学系研究科（修士課程） 62 72 2 0 0 0 4 2 2 66 106.45

医学系研究科（博士課程） 120 118 6 3 0 0 5 4 4 106 88.33

工学系研究科（博士前期課程） 372 428 22 10 0 0 8 11 10 400 107.53

工学系研究科（博士後期課程） 90 119 63 35 0 0 5 25 23 56 62.22

農学研究科 100 89 19 9 1 0 3 6 6 70 70.00

○定員充足率が高い理由
　経済学研究科

  入学手続者が予想以上に多かったため，結果として定員を目安よりも大きく超過することとなった。

学部・研究科等名

超過率算定
の対象となる
在籍学生数

(J)
【(B)-(D,E,F,G,Iの合計)】

定員超過率
(K)

(J)/(A)×100

外国人
留学生数

(C)

収容定員
(A)

収容数
(B)

左記の収容数のうち

左記の外国人留学生のうち 休学
者数
(G)

留年
者数
(H)

左記の留年者数の
うち、修業年限を
越える在籍期間が
２年以内の者の数

(I)

-129-




